
― 59 ―

三重県立看護大学紀要，13，59～69．2009

〔資　　料〕

三重県内の小児訪問看護の現状と訪問看護師の抱える困りごと

The  present  conditions  of  home  visit  nurse  for  children  in  Mie  and  
the  difficulties  of  visiting  nurses

山　春香　　　臼井　徳子

【要　約】　約】約】
　三重県内の小児訪問看護の現状を明らかにすることを目的に本調査を行った。三重県内の小児訪問看護の現状を明らかにすることを目的に本調査を行った。
　県内における小児訪問看護の実施率は38.8%で、全国と比較しても実施率は低くなかった。小児訪問看護の対県内における小児訪問看護の実施率は38.8%で、全国と比較しても実施率は低くなかった。小児訪問看護の対
象者は就学前の小児が半数以上で、重複障害を持ち医療依存度の高い子どもたちであった。看護ケアは状態観察
や運動機能訓練などの予防的な関わりや、社会資源についての情報提供や相談、育児相談などの相談と家族への
精神的援助が主であった。
　小児の訪問看護を行っている看護師らは、家族との関わり、自分の技術・能力、組織・連携における困りごと小児の訪問看護を行っている看護師らは、家族との関わり、自分の技術・能力、組織・連携における困りごと
を抱えていた。
　小児訪問看護の発展のためには、小児看護に関する研修会を開催し、訪問看護師らの技術や能力向上を図れる小児訪問看護の発展のためには、小児看護に関する研修会を開催し、訪問看護師らの技術や能力向上を図れる
体制整備が早急に必要である。

【キーワード】キーワード】】小児訪問看護，訪問看護師，困りごと

Ⅰ．はじめに
　医療の進歩により診断・治療が進み、障がいを残さ
ず健康になる子どもがいる一方で、長期あるいは重度
の障がいを持ちながら生活する子どもは増加傾向にあ
り、そのような子どもたちは近年、在宅や地域での生
活が可能となってきている1）2））2）2））。
　厚生労働省の健やか親子21推進事業では、慢性疾患
児等の在宅医療の支援体制が整備されている市町村の
割合を、2010年までに100%にするという目標が掲げ
られているがその達成はかなり困難な状況である。
　訪問看護の制度としては、1992年に老人訪問看護制
度の新設により「老人訪問看護ステーション」が制
度化され3））、同年の医療法改正においても「居宅」が
「医療提供の場」と規定され、高齢者を中心に在宅医
療の法的整備が推進されてきた4））。
　慢性疾患や障がいを持ちながら成長する子どもに
とっては家庭や地域で普通の子どもが育つように育て
られるのが望ましいというものの、そのような子ども
が在宅で生活するのは容易ではない。前田は小児在宅

医療の特性として、成人や高齢者に比較して障がいが
重く、医療ニーズが高い事や、小児に対して訪問診療
や往診を提供できる医療機関が絶対的に少ないこと、
社会資源が非常に貧弱であること、小児の終末期ケア
の困難さ等の課題を挙げている5））。
　そのため小児訪問看護を受け入れる施設は少なく、そのため小児訪問看護を受け入れる施設は少なく、
訪問件数も少ないのが現状である。横浜市で報告され
ている０～18歳までの小児の訪問看護サービス提供の０～18歳までの小児の訪問看護サービス提供の～18歳までの小児の訪問看護サービス提供の
調査では、2001～2003年までの推移において30～40％
の訪問看護ステーションで小児訪問看護を実施して
いると回答しているが、小児の利用者数および延べ
訪問回数は、訪問看護全体のわずか１％であった6））。
2005年の調査7））では栃木県内の小児訪問看護実施率は
28%、2007年の愛知県内での調査8）では38.1%であっ
た。
　そのような中で三重県の訪問看護の現状は、三重県
訪問看護推進協議会の「平成18年度三重県における訪
問看護実態調査報告書」によると、小児に限った現状
は把握されていない。そのため三重県内（以下、県
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内）の小児訪問看護の普及・発展に寄与するための手
始めとして、県内の小児訪問看護の現状を把握するこ
とを目的に調査をおこなった。本報では現状と訪問看
護師の困りごとについて報告する。実際に小児訪問看
護に携わる看護師が、訪問の中で困難あるいは上手く
いかないと感じる具体的内容を明らかにした調査は少
ないため、県内の現状だけでなく、困りごとに着目
し、調査を行うこととした。

Ⅱ．研究目的
　県内の小児訪問看護の現状と訪問看護師の困りごと県内の小児訪問看護の現状と訪問看護師の困りごと
を明らかにする。

Ⅲ．研究方法
１）対　象　象象
　県内の訪問看護ステーション（以下、ステーショ県内の訪問看護ステーション（以下、ステーショ
ン）の施設代表者（以下、代表者）と訪問看護師。県
内のステーションは、「介護サービス情報公表システ
ム」（http://kaigos.pref.mie.jp/kaigosip/Top.do）で
2008年７月末時点に情報登録があった78箇所である。７月末時点に情報登録があった78箇所である。月末時点に情報登録があった78箇所である。
２）方　法　法法
①　調査期間　調査期間調査期間
　質問紙調査：2008年７月～８月上旬質問紙調査：2008年７月～８月上旬７月～８月上旬月～８月上旬８月上旬月上旬
　面 接 調 査：2008年８月下旬～９月上旬面 接 調 査：2008年８月下旬～９月上旬８月下旬～９月上旬月下旬～９月上旬９月上旬月上旬
②　調査方法　調査方法調査方法
　質問紙調査は各ステーションの小児訪問看護の現状質問紙調査は各ステーションの小児訪問看護の現状
を把握できる内容とし、78施設の代表者に、郵送にて
調査票の記入を依頼し、回答を得た。
　質問項目は、小児訪問看護経験のあるステーション質問項目は、小児訪問看護経験のあるステーション
の代表者には、小児訪問看護利用者の属性、訪問時の
看護の状況、ステーション所在地、小児訪問看護に対
する代表者の考えについて回答を求めた。一方、小児
訪問看護経験の無いステーションの代表者には、小児
訪問看護を実施する上での困難な内容、小児訪問看護
受け入れの意思、ステーション所在地、小児訪問看護
に対する代表者の考えについて回答を求めた。
　面接調査は、質問紙調査では詳細に把握できない事
項、中でも訪問看護を実施する上での困難な内容とし
ての、小児訪問看護に携わる看護師の抱える困りごと
を主とした。面接協力は調査用紙送付時に面接調査の
趣旨と方法を明記した協力依頼書を同封し、協力の同
意を求めた。結果、小児訪問看護経験のあるステーシ

ョン３施設の代表者とそのうちの２施設のステーショ３施設の代表者とそのうちの２施設のステーショ施設の代表者とそのうちの２施設のステーショ２施設のステーショ施設のステーショ
ンに勤務する訪問看護師3名の合計６名の同意を得６名の同意を得名の同意を得
た。
　各対象者に約１時間の半構的面接を実施し、承諾の各対象者に約１時間の半構的面接を実施し、承諾の１時間の半構的面接を実施し、承諾の時間の半構的面接を実施し、承諾の
得られた場合は録音を行い、得られなかった場合は面
接内容の書き取りを行った。
③　分析方法　分析方法分析方法
　質問紙調査は、選択回答項目に関しては単純集計を質問紙調査は、選択回答項目に関しては単純集計を
し、自由記述項目に関しては類似点や相違点を比較し
ながら分類を行った。
　面接調査は、面接終了後に逐語録を作成し、文脈を面接調査は、面接終了後に逐語録を作成し、文脈を
踏まえて困りごとと思われるセンテンスをデータとし
て抽出し、その内容の意味や類似性を検討しながら、
カテゴリー区分を行った。分析・検討は２名の研究者２名の研究者名の研究者
で協議しながら進めた。　
　　　
Ⅳ．用語の定義
小 児：０歳以上18歳未満で慢性疾患や何らかの障がい歳以上18歳未満で慢性疾患や何らかの障がい
をもって、在宅で生活を送る子ども。
困 りごと：小児訪問看護の場面において訪問看護師が
困難あるいはうまくいかないと感じている事柄。
医 療的ケア：医師の指導のもとに本人や家族が直接に
家庭で行う介護行為で、保険診療で認められている
指導料として算定できる医療行為9））。

Ⅴ．倫理的配慮
１ ）三重県立看護大学研究倫理審査会の承認のもとに
実施した。
２ ）対象者には①研究目的、方法②自由意志による参
加③中途辞退の権利④匿名性の保護⑤結果の公表に
ついて説明し、同意を得た。代表者への質問紙調査
では、書面にて①～⑤を説明した。面接調査では面
接協力依頼時に書面にて、面接実施前に書面と口頭
にて①～⑤を説明した。

Ⅵ．結　果　果果
１）県内の小児訪問看護の現状県内の小児訪問看護の現状
　78施設中49施設（回収率62.8%　有効回答100.0%）78施設中49施設（回収率62.8%　有効回答100.0%）
から回答を得た。
　県内で小児訪問看護の実施経験があるステーショ県内で小児訪問看護の実施経験があるステーショ
ンは19施設（38.8%）、無いステーションは30施設
（61.2%）で、訪問経験のある施設の所在地は表１に１にに
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示した。
表１　小児訪問看護実施経験のあるステーション 　小児訪問看護実施経験のあるステーション　小児訪問看護実施経験のあるステーション
　　の所在地　　　　（n＝ 19）

施 設 数
桑 名 市 1
い な べ 市 1
四 日 市 市 2
鈴 鹿 市 2
亀 山 市 1
津 市 5
松 阪 市 2
伊 勢 市 2
伊 賀 市 1
名 張 市 1
不 明 1

　訪問看護の対象となった小児は80名で、そのうち訪訪問看護の対象となった小児は80名で、そのうち訪
問看護利用状況が明らかな71名を分析対象とした。
　小児訪問看護経験数は１例が５施設、２例が６施小児訪問看護経験数は１例が５施設、２例が６施１例が５施設、２例が６施例が５施設、２例が６施５施設、２例が６施施設、２例が６施２例が６施例が６施６施施
設、３例が２施設、４例が２施設、６例が１施設、３例が２施設、４例が２施設、６例が１施設、例が２施設、４例が２施設、６例が１施設、２施設、４例が２施設、６例が１施設、施設、４例が２施設、６例が１施設、４例が２施設、６例が１施設、例が２施設、６例が１施設、２施設、６例が１施設、施設、６例が１施設、６例が１施設、例が１施設、１施設、施設、
13例が１施設、15例が２施設であり、約60％のステー１施設、15例が２施設であり、約60％のステー施設、15例が２施設であり、約60％のステー２施設であり、約60％のステー施設であり、約60％のステー
ションで１～２例の実施経験があった。１～２例の実施経験があった。～２例の実施経験があった。２例の実施経験があった。例の実施経験があった。
　対象年齢については1歳未満が15名、１歳以上3歳未対象年齢については1歳未満が15名、１歳以上3歳未１歳以上3歳未歳以上3歳未
満が23名、３歳以上６歳未満が６名、６歳以上12歳未３歳以上６歳未満が６名、６歳以上12歳未歳以上６歳未満が６名、６歳以上12歳未６歳未満が６名、６歳以上12歳未歳未満が６名、６歳以上12歳未６名、６歳以上12歳未名、６歳以上12歳未６歳以上12歳未歳以上12歳未
満が14名、12歳以上15歳未満が４名、15歳以上18歳未４名、15歳以上18歳未名、15歳以上18歳未
満が９名であり、０歳～６歳未満の就学前の小児が９名であり、０歳～６歳未満の就学前の小児が名であり、０歳～６歳未満の就学前の小児が０歳～６歳未満の就学前の小児が歳～６歳未満の就学前の小児が６歳未満の就学前の小児が歳未満の就学前の小児が
62％を占めていた。
　身体障害者（児）手帳交付状況や療養手帳数、小児（児）手帳交付状況や療養手帳数、小児児）手帳交付状況や療養手帳数、小児）手帳交付状況や療養手帳数、小児手帳交付状況や療養手帳数、小児
慢性特定疾患事業申請数については表２～４に示し２～４に示し～４に示し４に示しに示し
た。身体障害者手帳交付状況をみると52％が重複障害
であった。
　訪問頻度については毎日が３名（4.2%）、１週間訪問頻度については毎日が３名（4.2%）、１週間３名（4.2%）、１週間名（4.2%）、１週間１週間週間
に１～３回が42名（59.2%）、１週間に１回が21名１～３回が42名（59.2%）、１週間に１回が21名～３回が42名（59.2%）、１週間に１回が21名３回が42名（59.2%）、１週間に１回が21名回が42名（59.2%）、１週間に１回が21名１週間に１回が21名週間に１回が21名１回が21名回が21名
（29.6%）、２週間に１～２回は５名（7.0%）であっ２週間に１～２回は５名（7.0%）であっ週間に１～２回は５名（7.0%）であっ１～２回は５名（7.0%）であっ～２回は５名（7.0%）であっ２回は５名（7.0%）であっ回は５名（7.0%）であっ５名（7.0%）であっ名（7.0%）であっ
た。
　１回の訪問時滞在時間については30分未満が14名回の訪問時滞在時間については30分未満が14名
（19.7%）、30分以上1時間未満が26名（36.6%）、１１
時間以上１時間半未満が16名（22.5%）、１時間半以１時間半未満が16名（22.5%）、１時間半以時間半未満が16名（22.5%）、１時間半以１時間半以時間半以
上２時間未満が15名（21.1%）であった。２時間未満が15名（21.1%）であった。時間未満が15名（21.1%）であった。
　訪問に至る経緯については、医療機関からの紹介が訪問に至る経緯については、医療機関からの紹介が
46名（64.8%）、保健所からの紹介が12名（16.9%）、
家族からの依頼が10名（14.1%）、かかりつけ医から
の紹介が２名（2.8%）、無記入が１名（1.4%）であっ２名（2.8%）、無記入が１名（1.4%）であっ名（2.8%）、無記入が１名（1.4%）であっ１名（1.4%）であっ名（1.4%）であっ
た。

　訪問時の看護状況については表５、医療的ケアにつ訪問時の看護状況については表５、医療的ケアにつ５、医療的ケアにつ、医療的ケアにつ
いては表６に示した。実際の訪問時の看護の様子から６に示した。実際の訪問時の看護の様子からに示した。実際の訪問時の看護の様子から
は、全身状態の観察や運動機能訓練といった予防的な
関わり、必要な社会資源についての情報提供や相談、
日常のケアの相談・指導、家族の介護負担の軽減が行
われていることがわかる。
　小児訪問看護経験が無いステーション代表者の小児小児訪問看護経験が無いステーション代表者の小児
訪問看護を実施する上での困難事項を表７に示した。
項目として「小児看護経験者の不在」、「スタッフ
不足」、「緊急時の体制不備」、「24時間体制が不可
能」、「往診医の不在」などが困難事として挙げら
れ、「他職種・他機関との連携」が図れる体制の確立
や「知識・技術の不十分さ」から研修会の開催や、小
児看護・医療を学べる機会を望んでいた。また中には
「問い合わせ・依頼がない」という回答もみられた。

表２　身体障害者（児）手帳交付者数　（n=48）
人　数（%）

視 覚 障 害 0 （0.0）
聴 覚 言 語 障 害 0 （0.0）
肢 体 不 自 由 14（29.2）
内 部 障 害 6（12.5）
重 複 障 害 25（52.1）
不 明 3 （6.2）

表3　小児慢性特定疾患事業申請数　（n=38）
人　数（%）

慢 性 呼 吸 器 疾 患 10（26.3）
先 天 性 代 謝 異 常 9（23.7）
神 経 筋 疾 患 8（21.1）

人　数（%）
悪 性 新 生 物 3（7.9）
慢 性 腎 疾 患 3（7.9）
慢 性 心 疾 患 3（7.9）
糖 尿 病 1（2.6）
慢 性 消 化 器 疾 患 1（2.6）
膠 原 病 0（0.0）
内 分 泌 疾 患 0（0.0）
血友病等血液疾患免疫疾患 0（0.0）

表4　療育手帳申請数　　　（n=10）
人　数（%）

療 育 手 帳 A 5（50.0）
療 育 手 帳 B 1（10.0）
不 明 4（40.0）
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　今後の小児訪問看護を行っていく意思については今後の小児訪問看護を行っていく意思については
「受け入れたい」が2施設（6.7%）、「体制が整え
ば受け入れたい」は16施設（53.3%）、「受け入れ
たくない」が11施設（36.7%）、「無記入」が1施設
（3.3%）であり、6割のステーションで小児訪問看護

の受け入れ意思があった。
２）訪問看護師の困りごと　訪問看護師の困りごと　
　代表者と訪問看護師別に面接内容の分析を行った代表者と訪問看護師別に面接内容の分析を行った
が、両者の結果は、ほぼ類似したカテゴリーに区分さ
れたため、一つにまとめた。（表８）８））
　訪問看護師の困りごとは、【家族との関わりにおけ訪問看護師の困りごとは、【家族との関わりにおけ
る困りごと】【自分の技術・能力における困りごと】
【組織・連携における困りごと】の３コアカテゴリー３コアカテゴリーコアカテゴリー
と12カテゴリーに分類された。以下、コアカテゴリー
は【　】、カテゴリーは《　》、サブカテゴリーは
＜　＞で示す。
　【家族との関わりにおける困りごと】のカテゴリー【家族との関わりにおける困りごと】のカテゴリー
は《母親との関わりの難しさ》《家族問題への介入の

表７ 　小児訪問看護実施する上での困難事項（経験のないステーション代表者）　　　　　【　】は施設数
項 　 　 目 内 　 　 容

小児看護経験者の不在 【９】【９】９】】 小児看護経験者がいないため、一歩踏み出せない
小児看護経験者がいない

スタッフ不足 【６】６】】 スタッフ不足
緊急時の体制不備 【６】６】】 緊急時の受診病院の確保ができない

緊急時の主治医や親との連携が困難
問い合わせ・依頼がない 【５】５】】 問い合わせはあったが訪問に至らず

依頼・相談がない
医療・保健・福祉の連携 【５】５】】 地域の小児科医との連携が必要

医療機関、保健・福祉との連携の整備
24時間対応が不可能 【４】４】】 24時間訪問可能な在宅医と訪問看護師の確保ができない

24時間対応をしていない
往診医の不在  【３】３】】 往診してくれる医師がいない
小児訪問看護の理解不足 【２】２】】 母体病院の小児訪問看護への関心や意欲が無い

小児訪問看護に関する地域への周知が必要
コーディネーターの不在 【１】１】】 小児在宅ではケアマネジャーがいない
知識・技術の不十分さ 【９】９】】 研修会を開催して欲しい

知識・技術の向上を図りたい
小児看護・医療を学べる機会が必要

表5　訪問時の看護状況　　　　　　　（複数回答）

人　数（％）
バイタルサイン測定 67（94.4）
病状の観察と助言 47（66.2）
運動機能訓練 44（61.9）
社会資源の情報提供と相談 42（59.2）
緊急時の対処法の指導 42（59.2）
育児相談 37（52.1）
オムツ交換 34（47.9）
家族への精神的援助 28（39.4）
吸引装置の使用方法と喀痰吸引方法 27（38.0）
服薬指導 26（36.6）
環境整備 22（30.9）
入浴や洗髪などの介助 21（29.6）
遊びの援助 20（28.2）
家族の健康管理指導 18（25.4）
食事介助 8（11.3）
留守番看護 5 （7.0） （7.0）（7.0）
創傷管理（褥瘡を含む） 4 （5.6） （5.6）（5.6）
排便コントロール 4 （5.6） （5.6）（5.6）
呼吸リハビリテーション 3 （4.2）

表6　医療的ケア　　　　　　　　　　　　（n=71）

人数（%）
在宅成分栄養方法指導管理 19（26.8）
在宅酸素療法指導管理 13（18.3）
在宅気管切開指導管理 13（18.3）
在宅人工呼吸器指導管理 12（16.9）
在宅腹膜灌流指導管理 3 （4.2）
在宅悪性腫瘍患者指導管理 3 （4.2）
在宅中心静脈栄養指導管理 1 （1.4）
在宅自己導尿指導管理 1 （1.4）
在宅寝たきり患者指導管理 1 （1.4）
医療的ケア記載なし 5 （7.0）
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表8　訪問看護師の困りごと
コアカテゴリー カテゴリー サブカテゴリー デ ー タ

家族との関
わりにおけ
る困りごと

母親との関
わりの難し
さ

母親の家族役割に応じた
サポートの難しさ

・ 将来像を持って子育てをしていく、母として妻として、家族とし
て暮らしていく所でサポートしていくっていう･･･基本的な部分が
難しい。

母親とのコミュニケー
ションの戸惑い

・ 今まで高齢者の方と接する事が多かったので、臨床にいるときも
若い人が入院してくると『何話そう？』と構えてしまって。まし
てや障がい児のお母さんで私とも年齢が近い人なんて、どうしよ
うって感じでした。
・ お母さんとのコミュニケーション、そこがまた同じくらいそれ以
上に、小児の看護では大変。

手技については母親の
方法に従う

・ 母親の手技が確立されているので、吸痰にしろ気切のガーゼ交換
にしろお母さんのやり方を教えてもらって、そのとおりにしてま
す。神経質なお母さん方達なので、違う方法でやって何か起こっ
たときに大変ですから、お母さんたちの方法に従ってします。

家族問題へ
の介入の戸
惑い

家庭環境への介入方法
がわからない

・ 家庭環境ですよね。祖父母や夫が子ども達の面倒を見てくれない
上に、お母さんも持病があって自分の疾患コントロールもしな
きゃいけない、双子で障がい児なので、その子たちの面倒もみな
きゃいけないというふうで･･･そこらへんにどういう風に介入して
いったらいいかなって。
・家族間の問題。介入しだすときりが無いです。

高齢者の家族とは違う
対応

・ 旦那さんを介護している高齢者とはまた違うんですよ。そういう
人達の不安感とかに入っていくのがすごく大変でした。

同胞への介
入の難しさ

同胞への支援ができな
い

・ （利用者の）お姉ちゃんはいつも我慢してるから、訪問に行くと
構って欲しくて寄ってくるんです。きょうだいに関われる時間も
取れたらと思いますね。
・ （利用者に）お姉ちゃんがいるので、精神的な面でも支援が必要
じゃないかと思ってます。
・ （利用者の）姉の事も心配なので、姉への介入も出来たらと思い
ます。

就学助言の
戸惑い

就学決定の家族の希望
との相違

・ お母さんが障がい児の子どもを持っていても、普通の幼稚園・保
育園・小学校に行かせたいという気持ちがすごい強いですね。ど
う考えてもこの子にとって普通の幼稚園・小学校に通わせる事が
本当に良いのかどうか。そういう思いだけは強いですね。

自 分 の 技
術・能力に
おける困り
ごと

児の特徴に
よる病状判
断の難しさ

児の状態の変化の激し
さ

・ 大人であれば『まぁ、様子見てても大丈夫』って思ってても、子
どもの場合だとまず訴えがないし、『大丈夫かな』と思っても急
に悪くなる。
・訪問するたびに状態の経過が異なるため、苦労します。
・訪問するたびに状態が違うんですよ。

受診のタイミングの見
極めの難しさ

・ ちょっと何かあれば、受診するように家族とも話をしますが、受
診すると入院になってしまうんですよね。だから『ここまで様子
を見ていい』とかの判断が難しいです。
・ 35℃台が平熱なんですが、発熱時の受診のタイミングに困ったんで
すよ。だから親に熱型表をつけてもらったんです。それで訪問時
にそのノートを確認していって、36℃台前半でも発熱だって事が分
かったんです。そこを見極めていく事がすごく大変でしたね。

成長に伴う予測不可能
なトラブルへの対応

・ （訪問帰宅直後に、カニューレの事故抜去）退院した時は生後8ヶ
月で動く事も出来ない患児だったから、まさかここまで体が動くよ
うになるとは思わなかったです。先の読めない問題やトラブル、発
達の事はよく分からないので、そのあたりの対応が難しいですね。

知識・経験
不足による
病状判断の
難しさ

経験が少ないための病
状判断の難しさ

・ 小児の経験が無いので、病状判断が難しい。訪問を始めて1年くら
いたつけど、ようやくその子のペースがつかめてきた。
・ （利用者の様子が）何か変と思って医師に連絡すると『こんなも
んです。』とか『大丈夫』と返事が返ってくるけど、どんなもの
かわからない時に苦労しますね。ずっとみていくことでわかるよ
うにはなるんですけど。
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コアカテゴリー カテゴリー サブカテゴリー デ ー タ

自 分 の 技
術・能力に
おける困り
ごと

知識・経験
不足による
病状判断の
難しさ

個別的で教科書どおり
にいかない看護

・ 教科書どおりでなく、バイタルサインにしても個々の正常値が
あって、本どおりにいかないです。

経験がないための不安
・ 小児の経験が無い分、不安も多く知識も無いので、分からない事
は必ず聞くようにはしています。
・正直、怖くて訪問時に何も起こらなければ安心します。

小児疾患の知識不足
・ 高齢者が主ですので、小児の体や障がいの程度、難病など聞いた
事もない病名がたくさんある。それらの知識を付ける事からのス
タート。

看護経験が
活かせない
難しさ

高齢者看護の経験が活
かせない

・ 高齢者の方では、色んな事例を経験してますので、色んなカード
を出す事ができます。でも小児の場合はちょっと、こうね。違う
感じで･･･私たちも緊張します。

組織・連携
における困
りごと

小児在宅の
理解不足

他職種の訪問看護内容
の理解不足

・ 訪問リハビリを訪問看護で行いたかったが、病院のPTから拒否さ
れた。PTからすると、看護師がリハビリをすることに疑問を感じ
ていたかもしれません。

行政や施設のレスパイ
トへの理解不足

・ ○○病院にレスパイトをしてもらえるように手続きはしたんで
す。でも『3歳まではお母さんの手元で育てる方がお子さんのため
ですから、家で見てあげてください。』という返事でした。別に
手放すわけでもなく、家族が休息できる時間を作りたいだけなの
に、その返事って…と。
・ 行政の中にはレスパイトは社会体験をするところ。子どもは家で
みるものっていう考えがあるのかもしれないですね。

医療的ケアについての
保健師の理解不足

・ （保健師が）臨床を知らないため、何か医療的ケのことについて
聞いても理解が得られにくいことがありますね。

市町による対応の違い ・ 小児の経験がないから分からない事もあるんでしょうね。あとは
市町村によって対応が異なりますね。

総合病院とクリニック
の活用の不十分さ

・ 定期受診は総合病院で、普段はクリニック等の小児科医がいる所
をかかりつけに出来るといいんですがね。

制度・社会
資源の立ち
遅れ

ネットワークの中核と
なる機関の不在

・ 連携ネットワークが出来るような間に立ってくれる施設、ここに
聞いたら何でも分かるっていう小児をまとめてる機関があるとい
いですね。

レスパイトや、成長す
ると預ける施設の不在

・ 私の訪問している事例は、母親は手放すつもりはなくて自分がし
んどくても家でみていきたいという思いでいます。父親は母親に
倒れられたら大変だからレスパイト施設を探す事に力を入れてく
れてるんですよ。でも預かってもらえないのが現状なんです。
・ 大きくなると預かってくれる施設がないんですよね。でもお母さ
んにとって負担はものすごく多い。

家族交流や休息のでき
る場の不在

・ （利用者の）家族も集まって話せる場があるといいですね。なか
なか出来なくて。
・ 両親が一生懸命で、お母さんが四六時中はりついていて、大変だ
と思います。夜中も2時間おきに吸引したりして、大変ですよね。
･･･両親が休めるあるいは息抜きできるようなショートステイやレ
スパイトのシステムが必要ですね。
・ 訪問看護は短時間しかそこにいれないので、母親たちの話を聞い
てあげられるだけでなく、体を休めさせてあげてほしいなという
思いはあります。

制度・サービス利用手
続きの繁雑さ　

・ 書類関係が分からないです。退院時に必要な書類は保健所で揃え
てもらうけど、切り替えの時期になると困る。

コーディネーターの不
在

・ 保健師が訪問した時の状況を教えてもらえると、私たちが介入し
た時にこういうことがあったから、保健師さんにはこういう形で
進めてって欲しいっていえるじゃないですか。どうしても中心に
立ってくれる人がいない。
・ 利用者さんを探すような事はしませんが、何かあったときにケア
マネジャーのような要になってくれるような所があれば連携が図
れるんじゃないかと。
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コアカテゴリー カテゴリー サブカテゴリー デ ー タ

組織・連携
における困
りごと

他機関との
連携の不十
分さ

病院・保健師・ステー
ションの連携の不十分
さ

・ 保健センターへは毎月必ず報告はしていますが、返信は無いです
ね。保健師さんも忙しいみたいで･･･。小児に関わらず、精神・難
病の方もそうです。
・保健師さんの活動があまり見えてこないですね。
・ 保健師が訪問した時の状況を教えてもらえると、私たちが介入し
た時にこういうことがあったから、保健師さんにはこういう形で
進めてって欲しいっていえるじゃないですか。どうしても中心に
立ってくれる人がいない。まぁ、自分が立てば良いんですが、病
院と保健師さんの間に立つとなるとバイタリティがないと･･･うろ
たえてしまったりとか。

情報共有の機会の不在
・ もう少し、定期的に病院、保健師ともカンファレンスを持つ機会
があったら本当に、家庭の中が整ってくるんじゃないかと感じま
す。

往診医の不在 ・ 往診してくれる先生が見えないので大変ですね。特に呼吸器のつ
いている子は大変。

訪問看護運
営上の問題 スタッフ不足

・ スタッフ不足が大きい。スタッフ全員が24時間訪問を出来るわけ
ではないので、受入数を増やした場合に重症患者が多くいると人
が回らないですよね。

教育の場で
の介入の不
明確さ

学校では母親を介して
の間接的な支援

・ 小学校になると、私たちがそこまで入れるかなって。お母さんか
ら受けた相談に対しては『ここを、こういう風にしてみたら？』
と投げかけてお母さんから学校へ伝えてもらうという間接的な感
じです。

学校への介入の仕方が
わからない

・ 養護教諭と学校の先生、看護師で連携をとっていければもっと違
うのかな？と思います。私たちが一歩踏み出せばいいんですがど
こまで踏み込んでいいのかっていうのが･･･。

戸惑い》《同胞への介入の難しさ》《就学助言の戸
惑い》の４つであった。《母親との関わりの難しさ》
は＜母親の家族役割に応じたサポートの難しさ＞＜母
親とのコミュニケーションの戸惑い＞＜手技について
は母親の方法に従う＞であった。《家族問題への介入
の戸惑い》は＜家庭環境への介入方法がわからない＞
＜高齢者の家族とは違う対応＞であり、《同胞への介
入の難しさ》は＜同胞への支援ができない＞であり、
《就学助言の戸惑い》は＜就学決定の家族の希望との
相違＞であった。
　【自分の技術・能力における困りごと】のカテゴ【自分の技術・能力における困りごと】のカテゴ
リーは《児の特徴による病状判断の難しさ》《知識・
経験不足による病状判断の難しさ》《看護経験が活か
せない難しさ》の３つであった。《児の特徴による病
状判断の難しさ》は＜児の状態の変化の激しさ＞＜受
診のタイミングの見極めの難しさ＞＜成長に伴う予測
不可能なトラブルへの対応＞であり、《知識・経験不
足による病状判断の難しさ》では＜経験が少ないため
の病状判断の難しさ＞＜個別的で教科書どおりにいか
ない看護＞＜経験がないための不安＞＜小児疾患の知
識不足＞であり、《看護経験が活かせない難しさ》は

＜高齢者看護の経験が活かせない＞であった。
　【組織・連携における困りごと】のカテゴリーは【組織・連携における困りごと】のカテゴリーは
《小児在宅の理解不足》《制度・社会資源の立ち遅
れ》《他機関との連携の不十分さ》《訪問看護運営上
の問題》《教育の場での介入の不明確さ》の５つで
あった。《小児在宅の理解不足》は＜他職種の訪問看
護内容の理解不足＞＜行政や施設のレスパイトへの理
解不足＞＜医療的ケアについての保健師の理解不足＞
＜市町による対応の違い＞＜総合病院とクリニックの
活用の不十分さ＞であった。《制度・社会資源の立ち
遅れ》は＜ネットワークの中核となる機関の不在＞＜
レスパイトや、成長すると預ける施設の不在＞＜家族
交流や休息のできる場の不在＞＜制度・サービス利用
手続きの繁雑さ＞＜コーディネーターの不在＞であ
る。《他機関との連携の不十分さ》は＜病院・保健
師・ステーションの連携の不十分さ＞＜情報共有の機
会の不在＞＜往診医の不在＞であった。《訪問看護運
営上の問題》は＜スタッフ不足＞であり、《教育の場
での連携・調整》は＜学校では母親を介しての間接的
な支援＞＜学校への介入の仕方がわからない＞であっ
た。
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Ⅳ　考　察　察察
１．県内の小児訪問看護の現状について
　本調査と平成20年度に発表された全国調査本調査と平成20年度に発表された全国調査10）を比較
すると、この全国調査では過去1年間の０～25歳の重０～25歳の重～25歳の重
症心身障害（神経筋疾患も含む）児・者への訪問実施
率は36.9%、三重県は43.8％の実施率であったという
報告がされている。本調査では38.8％のステーション
で小児訪問看護の実施経験があることより、全国調査
と比較しても実施率は低くないと考えられる。
　訪問看護対象児の状況としては本調査では身体障害訪問看護対象児の状況としては本調査では身体障害
者手帳交付数や小児慢性特定疾患事業申請者数で人数
や障がい分類、疾患名を把握する事しか出来なかった
ため、居宅あるいは入所なのか、医療的ケアを必要と
するのか否か、訪問看護実施の有無等は不明である。
就学義務のある年齢に達すればそれらの把握が可能で
あるが、０歳から就学未満と義務教育終了後の小児の０歳から就学未満と義務教育終了後の小児の歳から就学未満と義務教育終了後の小児の
場合は人数や状況は正確に把握する事が困難である。
　本調査での医療的ケアは、主たる指導管理料で算定本調査での医療的ケアは、主たる指導管理料で算定
されるものについての回答を求めたため、医療的ケア
の重複が多く、濃厚なケアを必要とする小児が在宅生
活を送っている事が推測された。
　訪問看護ケアについては、「療養者の病状・病態の
変化や今後の経過から起こり得る問題を予測し、それ
を回避できるように予防的に関わることが大切であ
る」とされている11）。訪問の中で全身状態の観察や運
動機能訓練といった予防的な関わり、社会資源の活
用、緊急時の対応、育児相談の項目について実施率が
半数以上であった。先述した平成19年の全国調査10）

では「家族への精神的支援」「吸引」「リハビリテー
ション」「緊急時の対応」といったものが上位に挙げ
られている。質問項目の内容に相違はあるが、全身状
態の観察や予防的な関わりといった訪問看護における
看護の役割という点では、全国調査10）と類似した内容
の看護が提供されていることが分かる。
　小児訪問看護に関する自由記述では訪問経験の有無
に関わらず、「知識・技術の向上」を図る機会を望ん
でおり、「緊急時の体制不備」を感じていた。また、
訪問経験が無い施設はそれらに加えて「往診医の不
在」「スタッフ不足」「コーディネーターの不在」
「24時間体制が不可能」であるなどを挙げていたが、
中には「依頼・相談がない」という回答もあった。こ
れは訪問看護の対象が高齢者を中心としたものとして

周知されている事も関係していると考えられる。また
小児を見ている親が若く、他人の手を借りずに在宅生
活を過ごすことが出来る家族が多い事も考えられる。
これに対しては、地域や医療機関、行政に対して小児
も訪問看護の対象であるという事や、現状の周知など
の広報活動を行うことが必要と考える。
　一方で訪問経験がある施設ではレスパイト施設がな一方で訪問経験がある施設ではレスパイト施設がな
いことやサービスが少ないなどの実際に訪問してみて
わかる「社会資源の少なさ」を指摘していた。
　県内の小児訪問看護実施経験の無いステーションの
６割が、小児訪問看護受け入れの意思を示しているこ割が、小児訪問看護受け入れの意思を示しているこ
とから、これらの意欲を損ねない、また実施経験のあ
るステーションの更なる向上を図れるような整備・支
援体制の確立が必要である。
２．小児訪問看護を行う看護師の困りごと
　本調査の結果は施設代表者３名、訪問看護師３名に３名、訪問看護師３名に名、訪問看護師３名に３名に名に
対する結果であるため、内容的に十分であるとはいえ
ないものの困りごとの内容は先行研究10）12）で明らかに
なっているものに準じていた。また、施設代表者と訪
問看護師の結果は、カテゴリーは同じで、サブカテゴ
リーに若干の相違があったものの、ほぼ類似した内容
が述べられていた。これは代表者が施設の経営・管理
と訪問看護師業務を兼務しているためと、訪問事例数
が少ないために、困りごとも同じ事例に特化されるた
めと考える。
　以下、カテゴリー別に考察を述べる。
【家族との関わりにおける困りごと】
　家族とのかかわりにおける困り事は母親との関わり
の難しさや家族問題への介入の難しさであった。本来
看護の対象は利用者本人と家族であるが、在宅におい
ては殊に家族との関係づくりや家族関係を見据えた支
援は重要であり、まして小児の場合は母親への関わり
は絶対的に不可欠なものである。吉野ら2））は小児の訪
問看護の特徴として「介護者が親である事が、医療者
と親との関係作りを困難にする事もある」と述べてい
る。また前田ら5）は「小児の在宅患者は濃厚な医療的
ケアを必要とすることや、親の処置技術の上達に伴
い、看護師に求めるケア水準も高くなる」と述べてお
り、これまで高齢者と関わりが主であった看護師に
とっては家族との関わりは難しいことになる。
　下地下地13）は「母親との信頼関係が結べず悩む看護師の
心のケアや、その看護師が自分の弱みに気づき、それ
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を補うために必要なことを習得できる教育体制の構築
が必要」と述べている。看護師1人で抱え込まず、ス
テーション内あるいは主治医とも相談や情報共有でき
る環境づくりが重要である。
　また看護師らは同胞への支援の難しさを語っておまた看護師らは同胞への支援の難しさを語ってお
り、先行研究14）においても同胞への世話の欠如、同胞
の情緒不安定な反応への対応が母親の育児上困難と感
じる事柄として挙げられている。母親が同胞との関わ
りを持てる時間の確保が可能となるような、留守番看
護や子どもを預けられるサービス体制の充実も必要で
ある。
【自分の技術・能力における困りごと】
　自分の技術・能力における困りごとは病状判断の難
しさで、これは小児看護の経験が少ないための難しさ
と小児の特徴から個別的で教科書どおりにいかない看
護のためである。一般的な小児の特徴として症状の進
行が急速である事や、訴えがないために症状判断が難
しいと言われている15）。特に小児へのケアの個別性は
非常に高く、家族が技術習得をした後の介入において
は苦労するという報告もされている2）5）。小児の特徴
や疾患を踏まえた小児看護の知識に加えて、手技につ
いては母親から教わりながらの個別性のある技術を習
得しケアを行っている様子が伺われた。
　知識・技術の獲得には研修会の開催が必要である知識・技術の獲得には研修会の開催が必要である
が、ステーション内で情報共有あるいは相談し、必要
時は主治医や他職種との連携を図っていく必要があ
る。またステーション同士や小児訪問看護に関わる他
機関で働く職種も交えた事例検討の機会を持ち、学習
の積み重ねをしていく事が困りごとの解決に繋がると
考えられる。
【組織・連携における困りごと】
　組織・連携における困りごとは《小児在宅の不理組織・連携における困りごとは《小児在宅の不理
解》《制度・社会資源の立ち遅れ》《他機関との連携
の不十分さ》であった。訪問看護は従来、高齢者を主
な対象として進められてきた背景がある。1994年の健
康保険法の改正や2000年の介護保険法施行により、年
齢制限をなくし、高齢者以外の長期療養者（児）も訪
問看護の対象となった。しかし本調査や先行研究から
は、それらが高齢者と比較すると理解されていない事
が明らかである。ことにレスパイトに関する理解や施
設不足が述べられたが、これは医療的ケアの重複が多
く、濃厚なケアを必要とする小児が在宅生活を送って

いる事を反映したものであると思われる。すなわち、
県内ではレスパイトやショートステイを行っている施
設は少なく、家族が在宅で24時間365日看ているケー
スが殆どである。申請をしても「子どもは家で看るも
のという考えがあるかも知れない」という意見から
は、行政や施設のレスパイトの理解不足があり、在宅
で小児を看る家族の負担が伝わらない事となり、この
ような状況から家族交流や休息の出来る場がないと訴
える看護師がいた。他県ではデイサービスや通所施設
等で小児を預かるステーションもみられるが、その際
の看護師の介入はボランティアである。現在の行政制
度の改善が図られると共に、預かる側の看護職も含め
た他職種スタッフの育成を行い、サービスを充実させ
る事で家族の負担軽減を図っていく事が望まれる。
　実際に留守番看護やショートステイ、レスパイト施実際に留守番看護やショートステイ、レスパイト施
設の充実を望む親は多い。田中らの研究16）でも、家族
は急な依頼への対応、留守番看護を望んでいた。しか
し、訪問時でもケアは家族が実施している事や、ス
タッフ不足、小児経験の少なさから留守番看護を躊躇
するステーションが多いのが現状である。
　現在、小児の在宅生活を困難にしている要因の一つ現在、小児の在宅生活を困難にしている要因の一つ
として、小児在宅ケアのコーディネーター役の不在が
挙げられる。在宅生活へ向けて病院で退院指導を行っ
ても、退院前から退院後へ繋ぐ支援体制が不十分な場
合もあり、退院後にケアの方法や社会資源の活用の調
整を必要とする現状がある17）。小沢ら18）らや川本ら19）

の調査では制度や受けられるサービス内容や申請方法
等が家族に伝わっていない事が報告されており、窓口
が繁雑な中で、手探り状態で小児に応じたサービスを
家族が探している事が多く見受けられる。そのため訪
問看護師が保健師や医師と連携しながら小児の成長・
発達に応じたサービスを考えるコーディネーター的役
割を担っていると考えられる。また訪問看護師らは小
児在宅に関する中核となる機関の不在や、制度・サー
ビス利用手続きの繁雑さを感じながら手探り状態で社
会資源の相談・情報提供を行い、その中で他職種の小
児訪問看護に対する理解不足を感じていた。この様な
状況からは小児在宅ケアのコーディネーター役の育成
やシステムの構築が必要となる。
　訪問看護師らは毎月、訪問看護報告書を主治医と保訪問看護師らは毎月、訪問看護報告書を主治医と保
健所あるいは保健センターの保健師へ送付している。
しかし保健師からの返答が無い場合もあり、情報共有
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する機会がないため連携が図りにくいと感じていた。
また、小児が就学年齢になれば学校選択において就学
決定の家族の希望との相違や、入学後の小児の生活
で生じてくる様々な問題に対しては母親を介してのサ
ポートだけでなく教育の場での連携・調整が必要であ
り、医療職種だけでなく、保育園や学校といった小児
の生活に関わる職種も集まって情報共有できる場の確
保も必要である。
　
Ⅷ．結　論　論論
① 　県内の小児訪問看護の実施率は38.8%で、全国と　県内の小児訪問看護の実施率は38.8%で、全国と県内の小児訪問看護の実施率は38.8%で、全国と
比較しても実施率は低くなかった。今後小児訪問看
護を行っていく意思については「受け入れたい・体
制が整えば受け入れたい」が60%であった。
② 　対象者は就学前の小児が半数以上で、重複障害を　対象者は就学前の小児が半数以上で、重複障害を対象者は就学前の小児が半数以上で、重複障害を
持ち医療依存度の高い子どもたちであった。看護ケ
アは状態観察や運動機能訓練などの予防的な関わり
や、社会資源についての情報提供や相談、育児相談
などの相談と家族への精神的援助が主であった。
③ 　訪問看護における困りごとは家族との関わり、自　訪問看護における困りごとは家族との関わり、自訪問看護における困りごとは家族との関わり、自
分の技術・能力、組織・連携における困りごとであ
り、小児看護経験の少なさから母親や家族とのコ
ミュニケーションに戸惑い、小児の病状判断に不安
を感じながら訪問を行っていた。また、小児在宅ケ
アコーディネーターの不在や、レスパイト施設がな
いこと、現状に合わないシステムや制度など制度・
社会資源の立ち遅れを痛感し、また様々な職種の小
児訪問看護に対する理解不足から小児在宅が人々に
理解されていない事を実感していた。
④ 　小児訪問看護の発展のためには、小児看護に関す　小児訪問看護の発展のためには、小児看護に関す小児訪問看護の発展のためには、小児看護に関す
る研修会を開催し、訪問看護師らの技術や能力向上
を図る体制整備が早急に必要である。
　（本研究は平成20年度三重県立看護大学学長特別研（ 本研究は平成20年度三重県立看護大学学長特別研

究費の助成を受けて実施したものである。）　
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